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別記様式（第２条関係） 

会   議   録 （要 旨） 

会 議 名 庁 議 

開 催 日 時 令和５年１月３０日（月）午前８時５５分～午前９時４５分 

開 催 場 所 ３０１会議室 

出席者及び 

欠 席 者 

出席者：市長、副市長、教育長、企画財政部長、総務部長、市民部長、

協働推進部長、協働推進部環境担当部長、健康福祉部長、健康

福祉部高齢・障害担当部長、子ども家庭部長、都市整備部長、

都市整備部建設管理担当部長、教育部長、教育部学校教育担当

部長、議会事務局長、会計管理者 

欠席者：なし 

議 題 
１ 令和５年第１回市議会定例会提出議案について 

２ その他 

結 論 
（ 決 定 し た 方

針、残された問
題点、保留事項
等を記載する。） 

議題１：提案のとおり提出議案として決定する。 

議題２：第１回市議会定例会の招集期日は、２月２７日（月）である。 

審 議 経 過 
（主な意見等を
原則として発言

順に記載し、同
一内容は一つに
まとめる。) 

議題１ 令和５年第１回市議会定例会提出議案について 

⑴ 専決処分の承認を求めることについて 

（企画財政部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１７９条第１項の規

定に基づき、議会を招集する時間的余裕がなく専決処分したので、

同条第３項の規定により報告し、承認を求める。 

令和３年１２月１１日（土）、雷塚公園野球場にて行われていた

野球のボールが近隣住宅の屋根に落下したことにより、屋根の２

か所を破損させたことが判明したため、損害額２７２,０００円を

支払うものである。 

専決処分年月日については令和５年１月１０日、専決処分番号

については令和５年専決第１号である 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑵ 令和５年度武蔵村山市一般会計予算 

（企画財政部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規

定により、本案を提出する。 

歳入歳出総額は３１１億３，３８２万６千円、対前年度比較は

８億５，３３４万７千円（２．８％増）である。なお、前年度予

算額は３０２億８，０４７万９千円である。 
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主な歳入予算としては、市税１０４億７，５６３万円、国庫支

出金６６億１，４６８万２千円及び都支出金５０億４，３５５万

９千円である。 

主な歳出予算としては、総務費２７億７，８６３万６千円、民

生費１６１億１，８０８万１千円及び教育費３７億２２万８千円

である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑶ 令和５年度武蔵村山市国民健康保険事業特別会計予算 

（市民部長説明） 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規定

により、本案を提出する。 

 歳入歳出総額は８０億４，９１７万５千円、対前年度比較は２億

７，８４４万６千円（３．６％増）である。なお、前年度予算額は

７７億７，０７２万９千円である。 

 主な歳入予算としては、国民健康保険税、保険給付費等交付金等

の都支出金、一般会計繰入金等を計上するものである。 

 主な歳出予算としては、職員人件費等の総務費、保険給付費、東

京都へ納付する国民健康保険事業費納付金、特定健康診査等事業費

等の保健事業費等を計上するものである。 

  （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑷ 令和５年度武蔵村山市介護保険特別会計予算 

（高齢・障害担当部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規

定により、本案を提出する。 

歳入歳出総額は５７億１，７１１万１千円、対前年度比較は１

億５，５１０万円（２．８％増）である。なお、前年度予算額は

５５億６，２０１万１千円である。 

主な歳入予算としては、介護保険料、国庫支出金、支払基金交

付金、都支出金等を計上するものである。 

主な歳出予算としては、総務費、保険給付費、地域支援事業費

等を計上するものである。 

  （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

  ⑸ 令和５年度武蔵村山市都市核地区土地区画整理事業特別会計予

算 
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（都市整備部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規

定により、本案を提出する。 

歳入歳出総額は１６億３，９５０万７千円、対前年度比較は２

億８，４２３万６千円（約２１％増）である。なお、前年度予算

額は１３億５，５２７万１千円である。 

主な歳入予算としては、保留地処分金１億７，０７９万２千円、

国庫支出金１億２，７４５万円、都補助金８，９２０万円、一般

会計繰入金１２億５，１７６万１千円である。 

主な歳出予算としては、総務費３，９３８万７千円、事業費１

３億３，８６８万８千円、公債費２億６，０４３万２千円である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

 ⑹ 令和５年度武蔵村山市後期高齢者医療特別会計予算 

（市民部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１１条第１項の規

定により、本案を提出する。 

歳入歳出総額は１８億９，２５０万６千円、対前年度比較は１

億２，５６９万５千円（７．１％増）である。なお、前年度予算

額は１７億６，６８１万１千円である。 

主な歳入予算としては、後期高齢者医療保険料、一般会計繰入

金、東京都後期高齢者広域連合からの受託金等の諸収入等を計上

するものである。 

主な歳出予算としては、職員人件費等の総務費、広域連合負担

金、特定健康診査等の保健事業費、葬祭諸費等を計上するもので

ある。 

  （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

 ⑺ 令和５年度武蔵村山市下水道事業会計予算 

（建設管理担当部長説明） 

地方公営企業法（昭和２７年法律第２９２号）第２４条第２項

の規定により、本案を提出する。 

収益的収入の予算総額は１４億３，０８４万１千円（前年度比

２．４％増）、収益的支出の予算総額は１３億３，７０３万２千円

（前年度比０．３％減）である。予算の主な内容は、下水道事業

の主な収益である下水道使用料、手数料収入等及び事業活動に要

する人件費、管きょの維持管理、使用料徴収委託費等の経費を計

上するものである。 
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資本的収入の予算総額は６億２，８３１万４千円（前年度比７

５％増）、資本的支出の予算総額は８億３，７１５万１千円（前年

度比４６.1％増）である。予算の主な内容は、下水道ストックマ

ネジメント計画に基づく管渠調査・実施設計、新青梅街道拡幅に

伴う汚水管基本設計、空堀川整備工事に伴う管きょ改良工事、道

路改良事業に伴う管きょ改良工事等に要する経費及び財源を計上

するものである。 

なお、資本的収支については前年度と比較して大幅な増となっ

ているが、収入では主に空堀川整備工事に伴う管きょ工事の都負

担金及び下水道債の増によるもの。また、支出については各種委

託料の増によるものである。 

 （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

 ⑻ 武蔵村山市民総合センター設置条例の一部を改正する条例 

（高齢・障害担当部長説明） 

こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律

（令和４年法律第７６号）の施行に伴い、規定を整備する必要が

あるので、本案を提出する。 

第１１条第２項第２号ア中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に

改めるものである。 

施行期日については、令和５年４月１日からとする。 

 （結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑼ 武蔵村山市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営

に関する基準を定める条例の一部を改正する条例 

（子ども家庭部長説明） 

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに特定子ど

も・子育て支援施設等の運営に関する基準（平成２６年内閣府令

第３９号）の一部改正に伴う懲戒権に関する規定の削除等につい

て定める必要があるので、本案を提出する。 

概要について、１点目は、こども家庭庁設置法の施行に伴う関

係法律の整備に関する法律（令和４年法律第７６号）の施行に伴

い、第１５条第１項第３号中「第２５条」を「第２５条第１項」

に改めるものである。 

２点目は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業並びに

特定子ども・子育て支援施設等の運営に関する基準の一部を改正

する内閣府令（令和４年内閣府令第６５号）の施行に伴い、第２

６条（懲戒に係る権限の濫用禁止）を削除するものである。 
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施行期日について、１点目は令和５年４月１日から施行し、２

点目は公布の日から施行する。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑽ 武蔵村山市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定

める条例の一部を改正する条例 

（子ども家庭部長説明） 

家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準（平成２６年厚

生労働省令第６１号）の一部改正に伴い、安全計画の策定等につ

いて定める必要があるので、本案を提出する。 

概要について、１点目は、児童福祉施設の設備及び運営に関す

る基準等の一部を改正する省令（令和４年厚生労働省令第１５９

号）等の施行に伴い、安全計画の策定等の義務、自動車を運行す

る場合の所在の確認の義務、保育に支障がない場合に限り併設す

る他の社会福祉施設等と設備及び職員の一部を兼ねることができ

ること、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止のための研修

並びに訓練の実施の努力義務等について規定の追加等を行うもの

である。 

２点目は、民法等の一部を改正する法律の一部の施行に伴う厚

生労働省関係省令の整備に関する省令（令和４年厚生労働省令第

１６７号）の施行に伴い、第１４条（懲戒に係る権限の乱用禁止）

を削除するものである。 

施行期日について、１点目は令和５年４月１日から施行し、２

点目は公布の日から施行する。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⑾ 武蔵村山市保育の必要性の認定に関する条例の一部を改正する

条例 

（子ども家庭部長説明） 

こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律

（令和４年法律第７６号）の施行に伴い、規定を整備する必要が

あるので、本案を提出する。 

第３条中「第１９条第１項第２号」を「第１９条第２号」に改

めるものである。 

施行期日については、令和５年４月１日からとする。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 
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⑿ 武蔵村山市子どものための教育・保育給付に係る利用者負担金

に関する条例の一部を改正する条例 

（子ども家庭部長説明） 

こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律

（令和４年法律第７６号）の施行に伴い、規定を整備する必要が

あるので、本案を提出する。 

第３条第１項第１号ア中「第１９条第１項第１号」を「第１９

条第１号」に、同号イ及び同項第２号中「第１９条第１項第２号」

を「第１９条第２号」に改めるものである。 

施行期日については、令和５年４月１日からとする。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒀ 武蔵村山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基

準を定める条例の一部を改正する条例 

（子ども家庭部長説明） 

放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準（平成２

６年厚生労働省令第６３号）の一部改正に伴い、安全計画の策定

等について定める必要があるので、本案を提出する。 

概要について、１点目は、児童福祉施設の設備及び運営に関す

る基準等の一部を改正する省令（令和４年厚生労働省令第１５９

号）の施行に伴い、安全計画の策定等の義務について規定の追加

を行うものである。 

２点目は、児童福祉施設の設備及び運営に関する基準等の一部

を改正する省令（令和４年厚生労働省令第１７５号）等の施行に

伴い、自動車を運行する場合の所在の確認の義務、業務継続計画

の策定等の努力義務、感染症及び食中毒の予防及びまん延の防止

のための研修並びに訓練の実施の努力義務等について規定の追加

等を行うものである。 

施行期日について、１点目は、令和５年４月１日から施行する。

ただし、経過措置により、令和５年４月１日から１年間は努力義

務として施行する。 

２点目は、令和５年４月１日から施行する。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒁ 武蔵村山市子ども・子育て会議条例の一部を改正する条例 

（子ども家庭部長説明） 

こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律
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（令和４年法律第７６号）の施行に伴い、規定を整備する必要が

あるので、本案を提出する。 

第１条中「第７７条第１項」を「第７２条第１項」に改めるも

のである。 

施行期日については、令和５年４月１日からとする。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒂ 武蔵村山市立のぞみ福祉園設置条例の一部を改正する条例 

（高齢・障害担当部長説明） 

こども家庭庁設置法の施行に伴う関係法律の整備に関する法律

（令和４年法律第７６号）の施行に伴い、規定を整備する必要が

あるので、本案を提出する。 

第１０条第１項中「厚生労働大臣」を「主務大臣」に改めるも

のである。 

施行期日については、令和５年４月１日からとする。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒃ 武蔵村山市国民健康保険条例の一部を改正する条例 

（市民部長説明） 

国の社会保障審議会医療保険部会において、「令和５年４月から

の出産育児一時金の支給額を全国一律で５０万円に引き上げるべ

き」とされたことを受け、国において、令和５年１月中に、健康

保険法施行令に規定する出産育児一時金の支給額を引き上げる等

の改正がなされる見込みであることから、規定を整備する必要が

あるので、本案を提出する。 

第６条第１項中「４２０，０００円」を「５００，０００円」

に改めるものである。 

施行期日については、令和５年４月１日からとする。 

なお、改正後の健康保険法の施行令については、公布日が令和

５年２月上旬、施行期日は令和５年４月１日の予定となっている。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒄ 武蔵村山市国民健康保険税賦課徴収条例の一部を改正する条例 

  （市民部長説明） 

   国民健康保険税の税率等を改定する必要があるので、本案を提出

する。 

   税率等の改定については、国民健康保険運営協議会に諮問し、現
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在協議中であるため、未定である。 

   施行期日については、令和５年４月１日からとする。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒅ 武蔵村山市消防団条例の一部を改正する条例 

  （総務部長説明） 

   消防団員の処遇改善を図るとともに、規定を整備する必要がある

ので、本案を提出する。 

   概要について、１点目は、団員が防災活動、教育及び訓練等に出

動した際に支給する費用弁償を出動報酬として位置付けるととも

に、その額を、１回につき３,０００円から、災害出動にあっては

１回につき８,０００円に、災害出動以外の出動にあっては１回に

つき４,０００円に改めるものである。 

   ２点目は、１点目の改正に合わせ、年額報酬の額を見直すもので

あるが、これは同じ北多摩西武消防署管内の東大和市と同額にする

ものである。 

   ３点目は、長期間住所地を離れ、又は疾病等のために出動するこ

とができない団員について、休団制度を創設するものである。 

   施行期日については、令和５年４月１日からとする。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒆ 令和４年度武蔵村山市一般会計補正予算（第９号） 

  （企画財政部長説明） 

   地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定

により、本案を提出する。 

   歳入について、補正予算額は△１１億６，９０４万５千円、補正

予算の主な内容は不用額の減額に伴う歳入予算の減額である。 

   歳出について、補正予算額は△１１億６，９０４万５千円、補正

予算の主な内容は国都支出金過年度分返還金及び不用額の減額で

ある。 

   歳入歳出総額については、３２５億９，８０３万円（補正前歳入

歳出総額：３３７億６，７０７万５千円）である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

⒇ 令和４年度武蔵村山市国民健康保険事業特別会計補正予算（第

３号） 
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  （市民部長説明） 

   地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定

により、本案を提出する。 

   歳入について、補正予算額は２億７，０３５万７千円、補正予算

の主な内容は保険給付費等交付金及び都補助金の増額である。 

   歳出について、補正予算額は２億７，０３５万７千円、補正予算

の主な内容は保険給付費の療養給付費、高額療養費、結核・精神医

療給付金の増額である。 

   歳入歳出総額は、８２億３，７０６万４千円（補正前歳入歳出総

額：７９億６，６７０万７千円）である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

(21) 令和４年度武蔵村山市介護保険特別会計補正予算（第３号） 

  （高齢・障害担当部長説明） 

   地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定

により、本案を提出する。 

   歳入について、補正予算額は７，６７２万１千円、補正予算内容

は国都支出金、支払基金交付金の増額等に伴う歳入予算の増額であ

る。 

   歳出について、補正予算額は７，６７２万１千円、補正予算内容

は保険給付費の増額及び不用額の減額である。 

   歳入歳出総額は、５７億２４８万８千円（補正前歳入歳出総額：

５６億２，５７６万７千円）である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

(22) 令和４年度武蔵村山市都市核地区土地区画整理事業特別会計補

正予算（第３号） 

  （都市整備部長説明） 

   地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定

により、本案を提出する。 

   歳入について、補正予算額は△１億６，１８５万円、補正予算の

主な内容は保留地処分金の増額、一般会計繰入金及び事業債の減額

である。 

   歳出について、補正予算額は△１億６，１８５万円、補正予算の

主な内容は総務費、土地区画整理事業経費の減額である。 

   歳入歳出総額は、１１億９，５３５万円（補正前歳入歳出総額：

１３億５，６５３万５千円）である。 
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（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

(23) 令和４年度武蔵村山市後期高齢者医療特別会計補正予算（第３

号） 

  （市民部長説明） 

   地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定

により、本案を提出する。 

   歳入について、補正予算額は△２，１６２万４千円、補正予算の

主な内容は保険料軽減措置繰入金、その他一般会計繰入金の減額で

ある。 

   歳出について、補正予算額は△２，１６２万４千円、補正予算の

主な内容は保険料軽減策負担金の減額である。 

   歳入歳出総額は、１７億８，８４６万８千円（補正前歳入歳出総

額：１８億１，００９万２千円）である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

(24) 令和４年度武蔵村山市下水道事業会計補正予算（第２号） 

  （建設管理担当部長説明） 

   地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２１８条第１項の規定

により、本案を提出する。 

   収益的収入の補正予算額は△１，５４０万４千円、収益的支出の

補正予算額は３８万７千円、補正予算の主な内容は、下水道使用料

の減額、職員手当等の人件費の増額である。 

   資本的収入の補正予算額は△１，１００万円、資本的支出の補正

予算額は△１，１１１万９千円、補正予算の主な内容は流域下水道

建設負担金の確定に伴う減額及びその財源である流域下水道債の

減額、職員手当等の人件費の増額である。 

   補正後の予算総額について、収益的収入は１３億８，２８８万５

千円、収益的支出は１３億４，１２９万７千円、資本的収入は３億

４，８９０万円、資本的支出は５億６，４２２万４千円である。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

(25) 市道路線の認定について 

  （建設管理担当部長説明） 

   道路法（昭和２７年法律第１８０号）第８条第２項の規定により、

本案を提出する。 
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   開発行為に伴う寄附の申出があり、市道路線として認定するもの

である。 

一つ目の路線名は、一般市道Ｂ第１９５号線である。起点は武

蔵村山市大南一丁目１４５番地先、終点は武蔵村山市大南一丁目

１４５番地先である。幅員は５．００ｍ、延長は６７．２３ｍで

ある。 

二つ目の路線名は、一般市道Ｂ第１９６号線である。起点は武

蔵村山市大南一丁目１４８番地先、終点は武蔵村山市大南一丁目

１４５番地先である。幅員は５．００ｍ、延長は７８．２８ｍで

ある。 

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

【追加予定】 

⑴ 立川都市計画事業武蔵村山都市核土地区画整理事業の委託契約

の一部変更について 

（総務部長説明） 

   立川都市計画事業武蔵村山都市核土地区画整理事業の委託契約

の契約の金額及び委託期間を変更する必要があるので、本案を提出

する。 

   契約の金額については、「14,890,166,000 円」を「16,903,598,000

円」に変更するものである。 

   委託期間については、「令和７年３月３１日」を「令和１０年３

月３１日」に変更するものである。 

   請負者は、公益財団法人東京都都市づくり公社である。    

（結 論） 

提出議案として決定する。 

 

【報告事項】 

⑴ 専決処分の報告について 

（環境担当部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第１項の規

定により議会において指定されている事項について、専決処分し

たので、同条第２項の規定により報告する。 

令和４年１１月２１日（月）午前１０時４０分頃、当事者が、

主要市道第２２号線を西から東へ車両で走行中、市が管理する入

り運動広場出入口の防球ネットが強風によりあおられ、当該車両

の前部に接触し損傷させる事故が発生した。 

当事者に本件事故に係る車両修理代及び代車使用料として総額
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６０，５００円を支払うものである。 

専決処分年月日については令和４年１２月２３日、専決処分番

号については令和４年専決第９号である。 

（結 論） 

報告事項として決定する。 

 

⑵ 専決処分の報告について 

（子ども家庭部長説明） 

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１８０条第 1 項の規

定により議会において指定されている事項について、専決処分し

たので、同条第２項の規定により報告する。 

令和４年１２月７日（水）午後３時頃、職員が庁用車を運転中、

三ツ木二丁目に所在する住宅の駐車場から前方に発進しようとし

たところ、庁用車の右後方が、当該住宅と隣人宅の間に設置され

た隣人が所有する境界ブロックに接触する事故が発生した。 

当事者に本件事故に係るブロック補修費として総額５５，００

０円を支払うものである。 

専決処分年月日については令和５年１月２７日、専決処分番号

については令和５年専決第２号である。 

（結 論） 

報告事項として決定する。 

 

【諮問事項】 

⑴ 人権擁護委員の推薦につき意見を求めることについて 

（企画財政部長説明） 

人権擁護委員法（昭和２４年法律第１３９号）第６条第３項の

規定により、本案を提出する。 

令和５年９月３０日をもって、山田 行雄 氏の任期が満了とな

るため、後任の委員の候補者を議会の意見を聞いて法務大臣に推

薦するものである。 

人権擁護委員の任期については、令和５年１０月１日から令和

８年９月３０日まで（任期３年）である。 

なお、市町村長が候補者を法務大臣に推薦する時期は、任期満

了の３か月前としている。 

（結 論） 

諮問事項として決定する。 

 

議題２ その他 

 令和５年第１回市議会定例会の招集期日は２月２７日（月）である。 
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会議録の開示 

・非開示の別 

☑開  示 

□一部開示（根拠法令等：                   ） 

□非 開 示（根拠法令等：                   ） 
 

庶務担当課  企画財政部 企画政策課（内線：３７２） 

（日本産業規格Ａ列４番） 


